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１．事業概要

（１）

① 給　水

② 施　設　

③ 料　金

　　＜料金改定表（税別）＞

※特定料金・・・基本使用（契約）水量を超えて使用することを事前に申し込んだ場合

※超過料金・・・基本使用（契約）水量を超えて使用することを事前に申し込まなかった場合

④ 組　織

　　＜職員数＞

特 定 料 金 （ ㎥ ／ 日 ）

S49.8.1～

 9.0円

S53.1.1～ S60.4.1～

16.5円 20.2円

16.5円

　令和4(2022)年度　～　令和13(2031)年度　　10年間

㎥／日14,458現 在 配 水 能 力 28,570 ㎥／日

10

1
再任用短時間
勤 務 職 員

（令和３年度決算）

管 路 延 長
（導送配水管計）

　昭和49年の給水開始から現在まで、責任水量制の料金体系を採用しています。下表のとおり、
過去2回、料金改定を行っています。また、資産維持費については算定していません。

 9.0円

超 過 料 金 （ ㎥ ／ 日 ） 18.0円 33.0円 40.4円

事業の現況

契 約 水 量

施 設 数

　岩国市水道局が、岩国市工業用水道事業と岩国市水道事業を、同じ組織のなかで運営していま
す。工業用水道事業としての職員定数を定めていますが、工業用水道事業と水道事業に従事する
職員は、その年ごとの事業内容にあわせて、流動的に異動、配置しています。

　岩国市

　岩国市工業用水道事業

計 画 期 間 ：

1

　令和５(2023)年　２月

㎥／日

3,584

主 事

技 師

定 数 実 職 員 数

2

3

㎥

基 本 料 金 （ ㎥ ／ 日 ）

20.2円

岩国市工業用水道事業経営戦略

策 定 日 ：

□表流水　□ダム　☑伏流水　□地下水　□受水　□その他（　　　　）

ポ ン プ 所

配 水 池

1

供 用 開 始 年 月 昭和49年　8月

水 源

17,154 ｍ

14,458契 約 水 量

一 日 平 均 配 水 量給 水 先 事 業 所 数 12

団 体 名 ：

事 業 名 ：

1



　　＜年齢分布＞

　　＜勤続年数分布＞

（２）

（３）経営分析

（単位：円）

計算式

分析

計算式

分析

103.6 115.0

有形固定資産減価償却累計額
×100（％）

全国平均

0

年　度

H29 H30 R1 R2

118.5 105.8 119.0 122.9 111.4

数値が高いほど、施設の老朽化が進んでいることを示しています。給水開始当時からの施
設が多いことから、数値が全国平均を上回っています。耐用年数を経過した施設（ポンプ
所、配水池、管路）の計画的な更新が課題です。

R2

113,455,108

11,843,671

H28

　創設以来現在まで、岩国市水道局が、工業用水道事業と上水道事業を同じ組織のなかで運営し
ています。そのため、総務部門や維持管理部門等、業務内容で共有できる部分において、経営の
効率化を図っています。

　過去６年間の給水収益及び純利益は下表のとおりです。給水収益は、契約水量の減量に伴い、
減少傾向にあります。
　収支では純利益を維持していますが、今後の見通しとしては、令和２年度に大口の事業所が廃
止となり、また、施設の老朽化による突発的な修繕費の発生が懸念されるなど、事業経営に不安
となる要素が多く含まれています。

主 事 0

技 師 2

0

0

35 ～ 44 歳 45 ～ 54 歳 55 歳 ～

1 1 0

0 1 0

～ 24 歳 25 ～ 34 歳

1 1

H28

　※全国平均は、R3(2021)同規模の団体（配水能力10,000㎥/日～50,000㎥/日）

　以下、総務省公表の「工業用水道経営指標」から

給水収益

74.7 75.8 74.4 74.8 71.2 72.4 56.1

純利益

×100（％）
営業収益＋営業外収益

営業費用＋営業外費用
経常収支比率

有形固定資産減価償却率

H28 H29 H30 R1

有形固定資産（償却対象資産のみ）

R2 R3

100％以上をキープしているものの、収益は契約水量の減量に伴い給水収益が減少となる
ことで営業収益が減少傾向にあります。費用に関しましては今後、老朽化した施設の修
繕・更新に莫大な費用がかかると予想されるため営業費用は増加傾向にあり、より一層、
経費を抑えた効率的な経営が求められます。

3,829,76321,295,012 7,292,667 20,520,220 23,008,789

R3 全国平均

108,562,834

これまでの主な経営健全化の取組

0 1

～ 4 年 5 ～ 9 年 10 ～ 14 年 15 ～ 19 年 20 年 ～

主 事 0 0 0 1 1

技 師

123,467,849 123,564,809 121,344,829 121,636,881

H29 H30 R1 R3
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計算式

分析

計算式

分析

計算式

分析

２．将来の事業環境

（１）水需要の予測

R3 全国平均

111.8 101.5 114.0 122.6 110.6 103.1 101.9

※各グラフのR3(2021)は決算値

　昭和49年の給水開始以後、平成17年をピークに契約水量が減少しています。これは、産業構造
の変化により、企業の撤退や事業規模の縮小などが原因として挙げられます。また、今後の予測
としては、水需要が大きく見込める新規企業の参入や既存企業の施設増設などの計画が無いた
め、水需要が増加する可能性は低いと考えられます。

R1 R2

料金回収率

企業の撤退や事業規模の縮小などにより、実際の配水量と配水能力との間に差があり、全
国平均を大きく下回っています。今後の水需要を予測し、施設の適切な規模へのダウンサ
イジングも検討課題です。

12.5 41.7

H28 H29 H30

供給単価
×100（％）

給水原価

17.5 17.5 14.7 13.317.0

全国平均H30 R1 R2

現在配水能力に対する
契約率

H28 R3

57.6 57.6 53.4 50.6 64.7

R3 全国平均

平均配水量

配水能力

H28 H29 H30 R1 R2

現在配水能力に対する
施設利用率

58.7 58.7

100％を超えているため、給水収益で費用を賄えている状態です。ただ、給水収益は減少
傾向にあり、今後、老朽化した施設の修繕・更新に莫大な費用がかかると予想されるた
め、財政状況を注視する必要があります。

×100（％）

×100（％）
配水能力

契約水量

H29

企業の撤退や事業規模の縮小などにより、減少傾向にあります。既存企業の契約水量増量
は現実的ではないため、水需要が大きく見込める新たな企業の誘致が必要です。
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（２）料金収入の見通し

（３）施設の見通し

（４）組織の見通し

　平成17年をピークに給水収益は減少傾向にあります。水需要同様、今後、給水収益が増加する
見込みは低いと考えられるため、昭和60年の改定以降、30年以上維持してきた料金についても、
今後の収支状況をみながら、適切な料金水準へと見直しをしていく必要があります。

　収益の減少に伴い、職員定数10名に対して、現在の実職員数は６名まで削減しています。人員
については、事業継続に影響が及ぶことのないよう、適切に配置していくよう努めます。

　取水施設（取水ポンプ所）は、平成13年に新築工事を行っていますが、管路設備については、
創設当時（昭和49年）に布設した管路が大部分を占めており、更新は進んでいません。
　そのため、ここ数年で漏水事故が多発（特に水管橋部）しており、早急に更新を行う必要があ
ることから、令和３年度から令和14年度にかけ老朽化の著しい箇所から順次、更生工事を隔年で
施工する計画を立てています。水中モーターポンプのオーバーホールも合わせて行う計画として
います。
　また、配水能力については、近年、契約水量の減少から、能力余剰の状態が続いており、施設
のダウンサイジングなどの検討も必要になります。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）：巻末別表のとおり

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　①　収支計画のうち投資についての説明

　③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

１．事業概要
　岩国市の工業用水道事業は、岩国市の産業誘致政策として南部地域開発に伴う進出企業に対す
る用水供給を目的にはじまり、設備費用のほとんどを借入れをして、昭和49年創設以降、市内産
業の活性化および経済発展のため、低廉な工業用水を供給してきました。

２．経営の基本方針
　市内の産業振興、経済発展のため、施設の維持管理・更新を計画的に行い、将来にわたって、
継続して安定した工業用水が供給できるよう、努力していきます。

（ア）給与費
　　　職員６名のうち１名に、再任用職員を配置したと仮定して計上しています。
（イ）動力費
　　　現状の送水流量のまま推移すると仮定して計上していますが、令和４年度以降は燃料費の
　　　急激な高騰により予想するのが難しい状況になっており、電力会社の単価に当てはめて計
あああ上しています。
（ウ）委託料
あああ現状と同様の委託内容（主なものは漏水調査業務、電気設備の保守点検業務）で計上して
　　　います。
（エ）減価償却費
　　　新規投資分も含めて法定どおりに算出しています。
（オ）支払利息
あああ令和４年度以降の企業債の新規発行分について、借入期間は措置期間なしの建設改良事業
あああの耐用年数（地方公共団体金融機構の最長借入年数30年）とし、元利均等償還（年利率あ
あああ2.0％）として算出しています。

　安定した工業用水を供給できるよう、老朽化した施設・設備の更新を優先順位の
高いものから、順次実施します。

目標
事業を継続していくための必要な経費の財源を企業債発行や市からの補助金を活用
しながら資金を確保します。

目標

　給水収益について、令和４年度以降も受水企業の事業撤退や縮小などが予測され、契約水量が
減量する見込みです。

　緊急性及び重要性の高い施設・設備につき、順次更新していくための設計費及び工事費を計上
しています。
　水中モーターポンプの点検・取替・更新に係る費用を計上しています。
　水管橋部管路の更生工事と設計業務に係る費用を計上しています。

　②　収支計画のうち財源についての説明
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

赤字解消に向けた取組

今後の事業継続の課題について、令和３年度から市長部局との協議
を行い、繰入金等の要望を行います。また、施設更新事業に伴い令
和５年度以降から更に減価償却費が増加していくことから、経営安
定化に向けて、料金水準の見直しを検討していきます。

施設・設備の長寿命化
等 の 投 資 の 平 準 化

民間の資金・ノウハウ
等 の 活 用
（PFI・DBOの導入等）

料 金
水需要が大きく見込める企業の進出、契約水量の増加が見込めない
場合は、料金水準の見直しを検討します。

そ の 他 の 取 組

緊急性及び重要性の高い施設・設備の更新計画を策定し、計画に基
づいた更新事業の実施により、投資の平準化に努めます。

施 設 の 共 用 化 特にありません。

資産の有効活用等(*)
による収入増加の取組

そ の 他 の 取 組

老朽化した管路設備や施設の更新を計画的に実施するため、令和４
年度から企業債の借り入れを行い、財源等の状況を踏まえて「営業
収益対企業債残高」の10年後の残高が500％を超過しないよう抑制
し、給水収益が減少する見込みのなか、将来の負担が重くならない
よう計画していきます。

工業用水道事業は、市の産業活動にとって必要不可欠なインフラで
す。経営安定のため、平成30年度以降の大幅な減量により給水収益
だけではこれからの更新費用の財源確保が厳しいため、一般会計か
らの繰入金等について令和３年度から本格的な協議を開始しており
ます。

現時点では遊休資産がないため、資産の有効活用等の予定はありま
せん。

特にありません。

企 業 債

施設･設備の廃止･統合
（ダウンサイジング）

令和４年度から令和５年度にかけ、配水管更新計画策定業務を行
い、より詳細な計画を立てることで、合理化を図る取り組みをして
いきます。

繰 入 金

現状、施設能力と水需要とが乖離しており、今後も、その差が埋ま
る見込みは低いため、施設・設備の適切な規模へのダウンサイジン
グを検討します。

上記と同様に、今後の水需要の状況に応じて、施設・設備の合理化
も併せて検討します。

令和２年度に策定した、中長期計画の施設整備計画を含め、今後の
更新計画を基に、官民連携を視野に入れ、調査・検討を進めていき
ます。

施設・設備の合理化
（スペックダウン）

*　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など
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③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　ＰＤＣＡサイクルの活用により、経営戦略の進捗管理を毎年行い、必要に応じて経営戦略の見
直しを図ります。

毎年実施する漏水調査を基に、優先度の高いものから計画的に修繕
を行うよう努めます。

契約内容の見直し、供給元の選定等、更なるコスト削減を目指して
いましたが、令和４年度の電気料金の高騰により、動力費が大幅に
上昇しており、これからの経営が更にひっ迫すると予想され、今後
の国の対策を注視しながら、慎重に対応していきます。

そ の 他 の 取 組

動 力 費

職 員 給 与 費 再任用職員を充てる事により、給与費の増加を抑制します。

受水企業と運営懇談会を行い、今後の運営や現状の在り方などを説
明し、理解を求めます。また、工業用水道事業に関する会議に出席
して、積極的に情報を収集し他都市との連携を図ります。

受 水 費 特にありません。

委 託 料

修 繕 費

事業規模が小規模で、浄水施設がないこともあり、委託できる業務
は限られています。現在、委託している業務（漏水調査業務及び電
気設備の保守点検業務等）以外に、新たな委託予定はありません。
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別表（収益的収支）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 121,637 113,455 108,563 106,231 106,151 105,861 98,488 98,488 98,758 98,488 98,488 98,488 98,758
(1) 121,637 113,455 108,563 106,231 106,151 105,861 98,488 98,488 98,758 98,488 98,488 98,488 98,758
(2) (B)
(3)
２． 1,686 2,033 1,660 1,909 11,593 11,897 11,897 11,897 21,897 21,897 21,897 21,897 21,897
(1) 520 876 536 592 10,288 10,600 10,600 10,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

520 876 536 592 10,288 10,600 10,600 10,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

(2) 1,091 1,100 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091
(3) 75 57 33 226 214 206 206 206 206 206 206 206 206

(C) 123,323 115,488 110,223 108,140 117,744 117,758 110,385 110,385 120,655 120,385 120,385 120,385 120,655
１． 100,320 103,706 106,391 105,694 114,183 109,143 112,895 116,594 118,459 122,131 127,166 128,135 128,393
(1) 49,095 48,507 41,230 44,320 44,795 39,577 40,029 40,488 37,688 38,148 38,575 39,577 40,029

22,556 23,038 20,743 21,602 21,772 21,095 20,375 20,615 20,855 21,095 20,375 20,615 20,615
4,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

21,739 22,469 17,487 19,718 20,023 15,482 16,654 16,873 13,833 14,053 15,200 15,962 16,414
(2) 19,473 21,087 23,661 41,270 42,714 42,808 41,244 41,244 41,301 41,244 41,244 41,244 41,301

13,615 12,268 11,453 22,609 24,366 22,609 21,045 21,045 21,102 21,045 21,045 21,045 21,102
57 1,636 4,569 8,533 9,090 10,890 10,890 10,890 10,890 10,890 10,890 10,890 10,890

951 2,079 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909
5,801 6,232 5,560 9,219 8,349 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

(3) 31,752 34,112 41,500 20,104 26,674 26,758 31,622 34,862 39,470 42,739 47,347 47,314 47,063
２． 10 1,199 1,164 3,130 4,398 6,233 6,016 7,800 7,525 9,251
(1) 1,198 1,163 3,129 4,397 6,232 6,015 7,799 7,524 9,250
(2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(D) 100,320 103,706 106,391 105,704 115,382 110,307 116,025 120,992 124,692 128,147 134,966 135,660 137,644
(E) 23,003 11,782 3,832 2,436 2,362 7,451 △ 5,640 △ 10,607 △ 4,037 △ 7,762 △ 14,581 △ 15,275 △ 16,989
(F) 6 62 1 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
(G) 3 45 45
(H) 6 62 △ 2 1 1 46 46 46 46 46 46 46 46

23,009 11,844 3,830 2,437 2,363 7,497 △ 5,594 △ 10,561 △ 3,991 △ 7,716 △ 14,535 △ 15,229 △ 16,943
(I) 284,217 296,061 299,891 302,328 304,691 312,188 306,594 296,033 292,042 284,326 269,791 254,562 237,619
(J) 737,057 681,825 687,593 595,374 589,017 532,541 533,684 455,220 391,405 340,739 334,786 209,398 200,399

11,857 18,103 10,495 26,365 9,890 19,966 12,221 22,551 11,918 20,561 9,890 26,791 9,890
(K) 19,163 55,561 17,091 8,842 11,942 9,119 9,176 9,291 9,231 9,243 9,390 9,439 9,588

14,133 49,859 12,505 4,191 7,259 3,827 3,869 3,956 3,910 3,920 4,030 4,066 4,178
( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 121,637 113,455 108,563 106,231 106,151 105,861 98,488 98,488 98,758 98,488 98,488 98,488 98,758

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他

×100

特 別 損 益

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

令和13年度令和５年度令和６年度令和７年度令和８年度 令和12年度令和９年度令和10年度令和11年度

(A)-(B)

令和２年度
（決算）

累 積 欠 損 金 比 率 （

投資・財政計画

(F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

う ち 建 設 改 良 費 分

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

令和３年度
（決算）

営 業 収 益

令和４年度令和元年度
（決算）

営 業 外 費 用

地方財政法施 行令第 15条第１ 項に より
算 定 し た 資 金 の 不 足 額

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費

減 価 償 却 費

修 繕 費

支 払 利 息

う ち 未 払 金

（収支計画）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に
規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り
算 定 し た 事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り
算 定 し た 資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り
算 定 し た 資 金 の 不 足 額

）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失

う ち 一 時 借 入 金



別表（資本的収支・他）

（単位：千円）
年　　　　度

区　　　　分

１． 60,000 100,000 68,500 100,000 100,000 100,000

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．  

(A) 60,000 100,000 68,500 100,000 100,000 100,000

(B)

(C) 60,000 100,000 68,500 100,000 100,000 100,000

１． 47,982 150,135 183,857 39,469 184,470 92,730 206,360 89,639 184,470 24,200 253,000 24,200

２． 1,477 1,506 3,998 7,751 10,367 10,576 13,249 13,516 16,248

３．

４．

５．

(D) 47,982 150,135 183,857 40,946 185,976 96,728 214,111 100,006 195,046 37,449 266,516 40,448

(E) 47,982 150,135 123,857 40,946 85,976 28,228 114,111 100,006 95,046 37,449 166,516 40,448

１． 43,620 136,486 107,143 37,373 69,206 19,798 95,351 91,857 78,276 35,249 112,599 38,248

２． 30,917

３．

４． 4,362 13,649 16,714 3,573 16,770 8,430 18,760 8,149 16,770 2,200 23,000 2,200

(F) 47,982 150,135 123,857 40,946 85,976 28,228 114,111 100,006 95,046 37,449 166,516 40,448

(G)

(H) 60,000 58,523 157,017 221,519 313,768 303,401 392,825 379,576 466,060 449,812

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　度

区　　　　分

520 876 536 592 10,288 10,600 10,600 10,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

520 876 536 592 288 600 600 600 600 600 600 600 600

10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

520 876 536 592 10,288 10,600 10,600 10,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

令和13年度

令和２年度
（決算）

令和13年度令和３年度
（決算）

令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度令和７年度 令和８年度令和３年度
（決算）

令和４年度 令和５年度 令和６年度

企 業 債 償 還 金

企 業 債

工 事 負 担 金

そ の 他

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

令和元年度
（決算）

令和２年度
（決算）

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

計
(A)のうち翌年度へ繰り
越される支出の財源充当

純 計 (A)-(B)

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国（都道府県）補助金

固 定 資 産 売 却 代 金

資

本

的

支

出

他会計長期借入返還金

令和12年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度令和４年度令和元年度
（前年度）

令和11年度

他 会 計 へ の 支 出 金

投資・財政計画 （収支計画）

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資 本 的 収 支 分

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額    　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支




